
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

   

 2025 年 4 月から「65 歳までの雇用確保」が完全義務化とな

ります。定年を 65 歳未満に定めている企業は 65 歳までの安定

した雇用を確保する措置を講じる必要があります。3 つの対応策

があり、いずれかの対応が義務付けられます。 

①65 歳までの定年の引き上げ 

②希望者全員の 65 歳までの継続雇用制度の導入 

③定年制の廃止 

 65 歳までの定年延長が義務ではなく、継続雇用制度の変更も含

めた「65 歳まで雇用の機会を与える」ことが義務化となります。 
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P C 記 帳 会 

マ イ ナ 免 許 証 

 十日町民商では 4 月から第 2 水曜日と第 3 月曜日を PC 記帳

会の日に定め毎月開催していきます。 

 パソコンの会計ソフトで記帳をしたい方や、打ち込み方が分か

らない人向けの記帳会となります。 

【4 月開催日】 

4 月  9 日(水) 

4 月 14 日(月) 

13：30～16：00 
 参加を希望される方はパソコンを持参の上、民商事務所へお願

いします。記帳の不安点を解消し来年の申告に臨みましょう！！ 

 

 3 月 24 日(月)より運転免許証とマイナンバーカードの一体化

が始まりました。マイナ免許証が始まるといっても従来の運転免

許証が無くなるわけではありません。3 月 24 日以降は免許証の

発行時に①運転免許証のみ②マイナ免許証のみ③運転免許証とマ

イナ免許証の 2 枚といった 3 パターンから選ぶこととなりま

す。 

【 マ イ ナ 免 許 証 の メ リ ッ ト & デ メ リ ッ ト 】 

 

 
 

 

 

マイナ免許証のみだと取得や更新時の手数料が安くなるなどメ

リットもありますが、免許種別や有効期限が表記されない、紛失

時には再発行に今まで以上に時間がかかるなどのデメリットもあ

りますので、判断材料が整ってからご決断をお願いします。 

 

令和 7 年 4 月 1 日以降の給

料から雇用保険料率が変更とな

りますので、給与計算時には注

意をお願いします。昨年度と比

較すると 0.5％の減少となりま

す。右の図で A４サイズが欲し

い方は事務局までご連絡くださ

い。 

 

雇用保険料率の変更 
労働保険の書類提出期限 

提出期限は 4 月 25 日(金)で

す。提出が遅れると他の事業所

にも影響が出ますので、期限厳

守でお願いします。 

書込み会は 4 月 14 日(月)と

16日(水)の 13：30～事務所で

行います。 

 

所得税・消費税振替日案内 

 所得税 4 月 23 日(水) 

消費税 4 月 30 日(水) 
 

※申告期限内に申告書の提出を

済ましていないと口座振替にな

らないので、ご注意を！ 


